
 

日本赤十字社 八戸赤十字病院 

令和８年度医療情報システム構築業務にかかるプロポーザルの実施について（公告） 

 

 

次のとおりプロポーザルの提出を招請します。 

   令和７年１２月１日 

八戸赤十字病院 

院 長 紺野 広 

１.事業概要 

 （１）事業名 

    日本赤十字社 八戸赤十字病院 令和８年度医療情報システム構築業務 

 （２）事業内容 

    仕様書記載のとおり 

２.参加資格 

 （１）300床以上の病院において、医療情報システム構築業を３年以上、設置運営していること。 

 （２）プロポーザルに参加することができない者 

ア 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

イ 次の各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者 

①契約の履行に当たり、故意に工事若しくは物品の製造を粗雑にし、又は物件の品質若し 

くは数量に関して不正の行為をした者 

②競争入札又はせり売りにおいて、その公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格の成立 

  を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

③落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

④監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者 

⑤正当な理由がなくて、契約を履行しなかった者 

⑦契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 

⑧前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、 

   支配人、その他の使用人として使用した者 

（３）八戸赤十字病院の競争入札参加資格者の資格等級において、「賃貸借」の「３０８」でＣ等級 

以上の認定を受けていること。 



（４）プロポーザル参加表明書提出の日から特定の時までの期間に、「日本赤十字社指名停止等の措

置基準」に基づき、日本赤十字社から、又は青森県内で行われた不正行為等に基づき、青森県若

しくは国からの指名停止等の措置を受けていないこと。なお、青森県及び国において同一の不正

行為等によって指名停止期間が異なる場合は、そのうち早期に指名停止が終了する期間を対象と

した上で、プロポーザル参加表明書提出の日から特定の日までの期間に指名停止の措置を受けて

いないこと。 

（５）警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配している事業者又はこれに準ずるものとして、物

品の販売等の調達契約からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

３.担当部署 

所在地：〒039-1104 

    青森県八戸市大字田面木字中明戸２番地 

施設名：日本赤十字社 八戸赤十字病院 

担当者：医事課 下舘、松田 

ＴＥＬ： 0178-27-3111（内6103、6121） 

ＦＡＸ： 0178-27-7323 

４.プロポーザル説明書、仕様書等の配付期間及び場所 

期  間：令和７年１２月１日（月）～令和７年１２月８日（月）  

土曜、日曜及び祝日を除く ９時００分～１６時３０分 

場  所：上記３に同じ。 

５.プロポーザル参加表明書等の提出 

本件プロポーザルに参加する場合は、次に従い、プロポーザル参加表明書(様式1)及び競争入札参

加資格の認定通知の写し（※）を提出すること。 

※「競争入札参加資格の写し」については、令和６年４月１日以降に認定されたものに限ること。 

（１）期  間：令和７年１２月２日（火）～令和７年１２月１２日（金） 

土曜、日曜及び祝日を除く ９時００分～１６時３０分 

（２）場  所：上記３に同じ。 

（３）本件プロポーザルの参加希望者で、上記２（３）に掲げる競争入札参加資格の認定を受けてい

ないものもプロボーザルを提出できるが、参加表明書の提出期限までに一般競争参加資格審査申

請書（以下「申請書」という。）を提出し、プロポーザルの提出日までに契約行為者から競争入

札参加資格の認定を受けなければならない。申請書は八戸赤十字病院ホームページに掲載の「競

争入札参加資格審査申請書について」を参照のこと。 



６.プロポーザル仕様書等説明会の日時・場所 

  特に行わない。 

  ※現地確認を希望される方は、お申し出ください。 

７.プレゼンテーションの開催日時及び場所等 

 （１）開催日：令和７年１２月１７日（水） １６時００分から 

 （２）場 所：八戸赤十字病院 別館３階 大会議室 

 （３）プレゼンテーションには従事者自身が出席することとし、会場への入場は１業者につき３名以

内とすること。 

 （４）１業者につき発表時間は２０分とする。 

８.プロポーザルの特定及び審査方法 

  プロポーザルについては、本件事業に対する評価を八戸赤十字病院の選定する評価者により総合的 

に審査し、特定する。 

９.その他 

（１）手続きにおいて使用する言語、通貨 ：日本語、日本円。 

（２）契約書作成の要否         ：要。 

（３）関連情報を入手するための照会窓口 ：上記３に同じ 

（４）本件プロポーザルに参加する資格があると確認された者に、経営、資産、信用の状況の変動に

より契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該資格の確認

を取り消すことがある。 

（５）詳細はプロポーザブル説明書による。 

 

 

 


